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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

　取締役会の決議に基づき委任を受けた取締役の承認に基づき、2016年３月15日付をもって関東財務局長

に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、発行価額の総額を始めとする発行条件等及びその他の未定

事項が決定しました。

　そのため、関連する事項を訂正するとともに、その添付書類として信託契約書、社債要項、買取引受契

約証書、管理委託契約証書及び当該取締役の承認を証する確認書を提出いたします。

 

２【訂正事項】
 

第一部　証券情報

　第２　内国信託社債券の募集（売出）要項

　　１　新規発行社債（短期社債を除く。）

　　　　「券面総額又は振替社債の総額（円）」の欄

　　　　「発行価額の総額（円）」の欄

　　　　信託社債の概要

　　　　23　用語の定義

　　２　社債の引受け及び社債管理の委託

　　　（１）社債の引受け

　　　（２）社債管理の委託

 

第二部　信託財産情報

　第１　信託財産の状況

　　３　信託の仕組み

　　　（１）信託の概要

　　　　④　その他

　　　　２　費用について

　　　　　(2)信託報酬

 

３【訂正箇所】
 

　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。但し、タイトルとして＿＿＿罫が付されている箇所を除きま

す。
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第一部【証券情報】

第２【内国信託社債券の募集（売出）要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

「券面総額又は振替社債の総額（円）」の欄

（訂正前）

券面総額

又は振替社債の総額

（円）

金10億円（予定）

（券面総額又は振替社債の総額は、本信託社債の需要状況を勘案

した上で2016年４月15日に決定される予定です。従って、最終的

な券面総額又は振替社債の総額は、上記の金額と大きく相違する

可能性があります。）

 

（訂正後）

券面総額

又は振替社債の総額

（円）

金26億2,000万円

 

「発行価額の総額（円）」の欄

（訂正前）

発行価額の総額(円)

金10億円（予定）

（発行価額の総額は、本信託社債の需要状況を勘案した上で2016

年４月15日に決定される予定です。従って、最終的な発行価額の

総額は、上記の金額と大きく相違する可能性があります。）

 

（訂正後）

発行価額の総額(円) 金26億2,000万円
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信託社債の概要

23　用語の定義

（訂正前）

本書において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。

（中略）

「本定期預金」とは、  本信託社債の発行代わり金を主たる原資として、発行会社が預

入金融機関との間の本件定期預金契約に基づき預入金融機関へ

の預入を行う定期預金をいいます。

（注）本定期預金の詳細は2016年４月15日に決定する予定で

す。

（後略）

 

（訂正後）

本書において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。

（中略）

「本定期預金」とは、  本信託社債の発行代わり金を主たる原資として、発行会社が預

入金融機関との間の本件定期預金契約に基づき預入金融機関へ

の預入を行う定期預金をいいます。

本定期預金の詳細は以下のとおりです。

預入金融機関 株式会社あおぞら銀行

預金金額 金26億2,000万円

預入日 2016年４月27日

満期日 2019年４月30日

利率 ユーロ円３ヶ月Libor＋0.100％

中間利払日 2016年７月27日以降、毎年１月、４月、７月

及び10月の各27日（但し、満期日を除きま

す。）

利息計算期間 預入日（同日を含みます。）または前回の中

間利払日（同日を含みます。）から各中間利

払日（同日を含みません。）または満期日

（同日を含みません。）までの期間

（後略）
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額

（百万円）
引受けの条件

あおぞら証券株式会

社

東京都千代田区九段南一丁目３

番１号

1,000

（予定）

１　引受人は本信託社

債の全額につき買取

引受を行います。

２　引受手数料は支払

われません。

計 ―
1,000

（予定） ―

（注１）　引受金額については、2016年４月15日に決定する予定です。

（注２）　引受人は、金融商品取引法第33条の２に基づく登録を受けた銀行等の金融機関に、本信託社債の一部または全部

の募集の取扱いを委託することがあります。

（注３）　本書提出日現在、あおぞら証券株式会社は、株式会社あおぞら銀行の完全子会社です。
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（２）【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

あおぞら信託銀行

株式会社

東京都千代田区九段南

一丁目３番１号

１　社債管理者は本信託社債の管理を受託し

ます。

２　本信託社債の社債管理委託手数料につい

ては、本信託社債発行時に100,000円（予

定）（但し、別途消費税及び地方消費税その

他の租税相当額を加えるものとします。）を

支払い、期中においては、以下に従い、支払

うこととします。

(1)各利払期日（償還期日である利払期日を

除きます。）及び最終償還期日に、当該

日に対応する利息計算期日の直前に到来

した利息計算期日（同日を含みませ

ん。）から当該利息計算期日（同日を含

みます。）までの期間（但し、第１回目

の利払期日については、本信託社債の払

込期日（同日を含みません。）から初回

の利息計算期日（同日を含みます。）ま

での期間）の手数料として以下の金額

（但し、別途消費税及び地方消費税その

他の租税相当額を加えるものとしま

す。）を支払います。

75,000円（予定）

(2)償還期日（最終償還期日を除きます。）

に、償還期日または最終利息計算期日の

うちいずれか早い方の日の直前の利息計

算期日（同日を含みません。）から、当

該償還期日または最終利息計算期日のう

ちいずれか早い方の日（同日を含みま

す。）までの期間の手数料として、以下

の金額に当該期間の実日数を365日で除し

た数を乗じた日割り計算に基づき計算さ

れた金額（１円未満切捨て）（但し、別

途消費税及び地方消費税その他の租税相

当額を加えるものとします。）を支払い

ます。

300,000円（予定）

（注１）　 本書提出日現在、あおぞら信託銀行株式会社は、株式会社あおぞら銀行の完全子会社です。
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（訂正後）

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額

（百万円）
引受けの条件

あおぞら証券株式会

社

東京都千代田区九段南一丁目３

番１号
2,620

１　引受人は本信託社

債の全額につき買取

引受を行います。

２　引受手数料は支払

われません。

計 ― 2,620 ―

（注１）　引受人は、金融商品取引法第33条の２に基づく登録を受けた銀行等の金融機関に、本信託社債の一部または全部

の募集の取扱いを委託することがあります。

（注２）　本書提出日現在、あおぞら証券株式会社は、株式会社あおぞら銀行の完全子会社です。

（注１）の全文削除並びに（注２）及び（注３）の番号変更
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（２）【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

あおぞら信託銀行

株式会社

東京都千代田区九段南

一丁目３番１号

１　社債管理者は本信託社債の管理を受託し

ます。

２　本信託社債の社債管理委託手数料につい

ては、本信託社債発行時に262,000円（但

し、別途消費税及び地方消費税その他の租税

相当額を加えるものとします。）を支払い、

期中においては、以下に従い、支払うことと

します。

(1)各利払期日（償還期日である利払期日を

除きます。）及び最終償還期日に、当該

日に対応する利息計算期日の直前に到来

した利息計算期日（同日を含みませ

ん。）から当該利息計算期日（同日を含

みます。）までの期間（但し、第１回目

の利払期日については、本信託社債の払

込期日（同日を含みません。）から初回

の利息計算期日（同日を含みます。）ま

での期間）の手数料として以下の金額

（但し、別途消費税及び地方消費税その

他の租税相当額を加えるものとしま

す。）を支払います。

196,500円

(2)償還期日（最終償還期日を除きます。）

に、償還期日または最終利息計算期日の

うちいずれか早い方の日の直前の利息計

算期日（同日を含みません。）から、当

該償還期日または最終利息計算期日のう

ちいずれか早い方の日（同日を含みま

す。）までの期間の手数料として、以下

の金額に当該期間の実日数を365日で除し

た数を乗じた日割り計算に基づき計算さ

れた金額（１円未満切捨て）（但し、別

途消費税及び地方消費税その他の租税相

当額を加えるものとします。）を支払い

ます。

786,000円

（注１）　 本書提出日現在、あおぞら信託銀行株式会社は、株式会社あおぞら銀行の完全子会社です。
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第二部【信託財産情報】

第１【信託財産の状況】

３【信託の仕組み】

（１）【信託の概要】

④【その他】

２　費用について

(2) 信託報酬

（訂正前）

（前略）

②　本信託受託者は、上記①に定めるほか、以下に従い、期中信託報酬を、委託者に対して請求す

ることができ、委託者がかかる請求に以下に記載されている支払日までに応じない場合には、本

信託受託者は、当該日に期中信託報酬を本信託財産に属する金銭から収受します。

(i)各信託計算期日（信託清算日を除きます。）、各利払期日（信託計算期日を除きます。）及び

信託終了予定日に、当該日に対応する信託報酬計算期日の直前に到来した信託報酬計算期日（同

日を含みません。）から当該信託報酬計算期日（同日を含みます。）までの期間（但し、第１回

目の利払期日については、信託設定日（同日を含みません。）から初回の信託報酬計算期日（同

日を含みます。）までの期間）の期中信託報酬として、以下の金額（但し、別途消費税及び地方

消費税その他の租税相当額を加えるものとします。）

　250,000円（予定）

(ii)信託清算日（信託終了予定日を除きます。）に、信託清算日または信託報酬最終計算期日の

うちいずれか早い方の日の直前の信託報酬計算期日（同日を含みません。）から、当該信託清算

日または信託報酬最終計算期日のうちいずれか早い方の日（同日を含みます。）までの期間にか

かる期中信託報酬として、以下の金額に当該期間の実日数を365日で除した数を乗じた日割り計

算に基づき計算された金額（１円未満切捨て）（但し、別途消費税及び地方消費税その他の租税

相当額を加えるものとします。）

　1,000,000円（予定）

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

②　本信託受託者は、上記①に定めるほか、以下に従い、期中信託報酬を、委託者に対して請求す

ることができ、委託者がかかる請求に以下に記載されている支払日までに応じない場合には、本

信託受託者は、当該日に期中信託報酬を本信託財産に属する金銭から収受します。

(i)各信託計算期日（信託清算日を除きます。）、各利払期日（信託計算期日を除きます。）及び

信託終了予定日に、当該日に対応する信託報酬計算期日の直前に到来した信託報酬計算期日（同

日を含みません。）から当該信託報酬計算期日（同日を含みます。）までの期間（但し、第１回

目の利払期日については、信託設定日（同日を含みません。）から初回の信託報酬計算期日（同

日を含みます。）までの期間）の期中信託報酬として、以下の金額（但し、別途消費税及び地方

消費税その他の租税相当額を加えるものとします。）

　655,000円

(ii)信託清算日（信託終了予定日を除きます。）に、信託清算日または信託報酬最終計算期日の

うちいずれか早い方の日の直前の信託報酬計算期日（同日を含みません。）から、当該信託清算

日または信託報酬最終計算期日のうちいずれか早い方の日（同日を含みます。）までの期間にか

かる期中信託報酬として、以下の金額に当該期間の実日数を365日で除した数を乗じた日割り計
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算に基づき計算された金額（１円未満切捨て）（但し、別途消費税及び地方消費税その他の租税

相当額を加えるものとします。）

　2,620,000円

（後略）
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